
・黒板には撮影月日と撮影位置（測点）を必ず記載すること。
・撮影間隔は基本40mピッチとするが，工事延長を勘案し，
　適宜変更すること。
・車両や歩行者，影の映り込みが少なくなるよう，撮影時間帯に
　注意すること。（交通量の多い幹線道路等を除く）

令和2年8月5日 撮影 令和2年11月20日 撮影

市道日吉3-11号線

　車道部　　

SP30～SP65.22

着 工 前 完 成



・黒板には撮影月日と撮影位置（測点）を必ず記載すること。
・着工前写真と同アングルで撮影すること。
・車両や歩行者，影の映り込みが少なくなるよう，撮影時間帯に
　注意すること。（交通量の多い幹線道路等を除く）
・民地の支障物（車両，車両乗り入れ用ステップ，ゴミ箱等）が
　映り込まないように撮影すること。
・路面が綺麗な状態で撮影すること。除去可能な汚れは取り除いて
　から撮影すること。（交通量の多い幹線道路は除く）

令和2年8月5日 撮影 令和2年11月20日 撮影

着 工 前 完 成

市道日吉3-11号線

　車道部　　

SP30～SP65.22


